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Tel 03（3354）4162　Fax 03（3354）4095

あとがきあとがき
　前回の広報誌のあとがきで、毎年のようにインフルエンザが・・・と呑気なことを書いて
いたら、新型コロナによって大変な世の中になってしまいました。しかしこういう時こそ知
恵を絞り、柔軟に考え、新しいしくみが出来上がるときなのかもしれません。変わること、
変わらないことを見極めて、次の時代を迎える。そんな時にこの全国青税の活動に参加し、
広報部の皆様とともに過ごした経験は、苦労もあれども、貴重な経験だったと思います。次
号以降は次の広報部の発行になりますが、ぜひお楽しみに。

　広報部長　山本　祥嗣
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　全国青年税理士連盟の皆様、
こんにちは。平素は当連盟の活
動に多大なるご協力を頂き、厚
く御礼申し上げます。昨年の千
葉大会において第 53 代会長に
就任し、とうとうこの原稿を書
く時期となりました。しかし、
コロナウイルス感染症拡大の影
響を受け、3月以降の活動が休
止、縮小されたことが残念でな
りません。そこで、この紙面に
おいてこの 1年を振り返るとと
もに残念ながら道半ばの事項に
ついて次期への引継ぎを兼ねて
まとめたいと思います。

税理士法改正
　前回、平成 26 年の法改正か
ら 6年、税理士法改正がようや
く動き出しました。昨年の 5月
に日税連から「次期税理士法改
正に関する答申」が出され、意
見募集が行われました。そこ
で、法対策部を中心に「『次期
税理士法改正に関する答申』へ
の意見」を取りまとめると同時
に、「全国青税版日税連への回
答様式」を作成し、会員へ送付
いたしました。併せて、我々の
悲願である「税理士の使命の見
直し」については、全国青税の
全会員が同じ意見で以て、行動
をして頂くようにお願いを致

しました。その結果、「税理士
界」第 1386 号に掲載された意
見募集結果において、「税理士
の使命の見直しについては、14
項目以外では最も多数の意見が
寄せられた事項であった。中で
も最も多かったのは「法 1条に
納税者の権利擁護を明記するこ
と」であった。」とありました。
これは、今後の法改正に影響を
与えるものと思います。この場
をお借りし感謝申し上げます。
　この結果に一喜一憂すること
なく、次の行動が重要であると
思っていた矢先、コロナウイル
ス感染症拡大により、部会を開
催できませんでした。本来なら
ば、日税連の意見募集結果の精
査、法 1条に加え、受験資格要
件の見直し、資格取得問題、テ
レワークによる業務のあり方な
ど、いろいろ討議を行う予定で
したが、それが叶わず残念でな
りません。しかし、部会の現実
開催は出来ずとも、何らかの方
法で退任までに最低限の取りま
とめを行い、次年度へ繋げます。
そして、次期においてこれまで
以上に喧々諤々の議論が再開さ
れることを望んでやみません。

全青税組織改革
　全青税会員の年齢は年々高く

なる傾向にあり、各単位青税に
おいても新入会者の年齢は高い
傾向にあります。また、役員構
成を見れば、所属税理士の増加
や日々活動している仲間の固定
化が顕在化しています。この傾
向は、単位青税においても同様
です。
　この様な状況に比例し、「全
国大会、秋季シンポジウムの開
催は、開催単位青税の負担が大
きい」との声がここ数年言われ
るようになりました。そこで、
3年の年月をかけ、新しい全国
大会のあり方について、拡大組
織部会、理事会において慎重に
検討を頂き、承認を頂きました。
　その方法は、
１�．全国大会と秋季シンポジウ
ムを合わせた、新しい全国大
会を開催する。

２�．秋季シンポジウムに替わる、
会員の研鑚に資する事業を全
国大会で行う。

３�．開催主体が全青税であるこ
とを明確にするために、全国
大会実行委員会を常設し、企
画、会場設営を行う。また、
定時総会は総務部、研鑽事業
は研究部、懇親会は組織部、
国際交流活動は国際部が担う
など、その役割を明確に分け、
各部の事業活性化を図る。ま
た、開催地単位青税は全国大

会長退任挨拶

　感謝と無念の一年
　

� 会　長　三 谷　　 智
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会の成功へ導くため、全国大
会実行委員会を支援する。
　今回の変更は、一昨年に纏め
られた ｢これからの全国大会・
秋季シンポジウムのあり方に関
する答申｣ に大きな影響を受け
ています。変更案をはじめに
提起した時には、「これまでと
同様に進めるべきではないか」、
「全青税の活動が縮小する」な
どの意見も出されました。しか
し、このまま続ければ、開催単
位青税の負担はさらに増し、そ
れに耐えきれず、極端な例では
あるが脱退など絶対にあっては
なりません。この危機感を取り
除き、かつ組織を活性化する、
現在考えられる最良の解決策と
してご理解を頂きたいと思いま
す。
　今年の全国大会は中止となり
ましたが、来年は新しい形で開
催されます。これまでとは異な
り、全青税が一体となって取り
組む全国大会にご期待をくださ
い。

岐阜全国大会
　岐阜全国大会については、す
でにご連絡差し上げました通
り、本年度は残念ながら中止と
させて頂きました。塚下順司全
国大会実行委員長をはじめとす
る岐阜青年税理連盟の皆様には
最終決定のぎりぎりまで変更に
変更を重ねご検討いただきまし
た。本当にありがとうございま
した。しかしながら、このよう
な判断となったことは残念でな
りません。とりわけ、今年の定
時総会は制約の多いものとなり
ますが、是非とも議決権行使書
葉書のご提出をお願い申し上げ
ます。

その他
　今年で友好協定締結から 20
年を迎える韓国税務士考試会と
の交流は、昨年にソウルで開催
された勉強会、釜山で開催され
た定時総会に出席し、多くの考
試会会員と懇親を深めることが
できました。しかし、海外へ行
くのは、新婚旅行以来という海
外初心者の私を国際部は快くサ
ポートしてくれました。その中
でも、定時総会出席、翌々日に
埼玉秋季シンポジウムと強行日
程であるにもかかわらず、時間
のロスなく、乗り換え等負担の
かからない行程を組むその苦労
は容易ではなかったと思いま
す。改めて感謝致します。
　広報部では現在ホームペー
ジの更新作業を進めています。
ホームページは、紙媒体である
広報誌にはない、スピードがあ
ります。また、組織拡大に対外
広報は欠かせません。更新後は、
より見やすい、よりスピード感
のあるホームページに変わりま
す。ホームページには、活動の
最新情報やこれまでの記録など
内容満載です。リニューアルさ
れた際には、一度覗いて見て頂
きたいと思います。
　その他にも埼玉秋季シンポジ
ウム、三青会活動、理事会後の
懇親会、財務管理など、あげれ
ばきりがありませんが、各部長、
委員長の積極的な活動がなけれ
ば無事に終えることはできませ
んでした。感謝致します。

おわりに
　コロナウイルス感染症の影響
により、3月以降は、全国大会
を開催するか否か、理事会はど

うするかなど、本来の活動が出
来なかったことが残念でなりま
せん。しかし、その中でもこれ
まで出来なかったweb 理事会
や部会を開催できたことは新た
な発見でした。初めは議事進行
に四苦八苦致しましたが、回を
重ねるごとに通常開催に近づけ
たと思います。これからは、現
実出席による開催とweb 開催
を併用すれば、平日開催も可能
となり、移動による負担の軽減
に繋がるため、より効率的な会
議になると思います。いずれに
せよ、少しでも早く、通常の活
動を再開できることを願ってや
みません。その際にはこれまで
と同様、大きなご支援をお願い
致します。
　最後に今事業年度にご協力を
頂きました会員の皆様、私を支
えてくれた全青税役員の皆様に
感謝申し上げ、退任のご挨拶と
させていただきます。一年間本
当にありがとうございました。
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　本年度、総務部長を務めさせ
ていただきました近畿青税の安
田浩二です。毎月の理事会の準
備、当日の開催にあたっては関
係者のみなさまのご協力のおか
げでなんとか無事に運営するこ
とができました、紙面をお借り
して感謝申し上げます。議事録
はいつも遅れてしまいご迷惑を
おかけしました、紙面をお借り
してお詫び申し上げます。
　個人的には韓国税務士考試会
総会の来賓メンバーとしての訪

韓、日税連執行部との懇談会、
消費税に関する国会陳情とい
う、全国青税ならではの行事に
末席ながら参加させていただい
たことが印象に残っています。
日々税理士として業務をこなす
中では考えることもない海外の
税理士制度や国家観に基づく税
制の議論に触れ、自分のこれか
らの税理士人生どうあるべきか
を考えさせられたことは大きな
報酬をいただけたと思います。
　3 月以降は社会状況が激変

し、毎月各地で開催される理事
会も Zoom によるWeb 理事会
へと変更になり、全国の理事が
顔を合わす機会は失われまし
た。全国大会も中止を決定し、
原稿執筆時点では今後の活動見
通しがつかない状況ですが、定
時総会を無事に迎え滞りなく次
期に引き継げるようもう一頑張
りしたいと思います。1年間あ
りがとうございました。

　一年間、経理部長を担当させ
て頂きました埼玉青税の酒井哲
也です。経理部の業務につきま
しては、歴代経理部長が残して
きたマニュアルや資料が充実し
ていましたので、特に難しい判
断を求められることなく、また、
会長、副会長をはじめ各部長、
各委員長、理事、各単位青税の
皆様のご協力によりスムーズに
進めることが出来ました。
　昨年の定期総会で就任以来、

時がたつのも早く、まもなく任
期も終わろうか、と言いたいと
ころではありますが、この原稿
の執筆時点では、ちょうど決算
日を迎えるところであり、これ
から決算書を作成して、理事会
の承認、会計監査と経理部の
ビッグイベントが続くところで
す。今年度は新型コロナウイル
ス感染症拡大防止のため、２月
の大阪理事会以降、経理の方も
動きが少なくなり、世間は自粛

ムードが続きましたが、決算は
自粛するわけにはいきませんの
で、定期総会で次期経理部長に
バトンタッチするまで、ラスト
スパートをかけていきたいと思
います。
　最後に、事務局の山縣さんに
は、小口現金の管理や、請求書
等の取りまとめをして頂き、大
変お世話になりました。この場
をお借りして御礼申し上げます。

総 務 部

部長　安　田　浩　二
（近　畿）

経 理 部

部長　酒　井　哲　也
（埼　玉）

一年を振り返って
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　一年前、「全青税　秋季シン
ポジウム」のとり纏め役として
研究部長を仰せつかりました名
古屋青税の濵久人です。研究部
長としての一年間は会場の手配
やテーマ選定等々の秋季シンポ
ジウムを開催する為の準備をさ
せて頂きました。そして新年度
からは「秋季シンポジウム実行
委員長」として実際の運営を行
わせて頂く予定でしたが、皆様
ご承知の通り新型コロナウイル
スの感染拡大に伴い、秋季シン
ポジウムの開催も中止すること

となりました。全国から名古屋
にお集まり頂いて研究発表を行
うことが出来なくなりました
が、会員の皆様の安全を確保し
何らかの形で、各単位青税の研
究活動の成果を残すことが出来
ないか、模索している最中でご
ざいます。
　いずれにしましても、本年の
研究部の活動が出来ましたの
は、会員の皆様のご協力とご理
解の賜物であることに間違いは
ございません。この場をお借り
してお礼申し上げますとともに

引き続き、秋季シンポジウム実
行委員会にご指導ご鞭撻を賜り
ますよう、よろしくお願い申し
上げます。誠にありがとうござ
いました。

　2019 年度の組織部長をつと
めさせていただきました東京青
税の戸塚留名です。
　今年度の組織部のメインテー
マは、なんと言っても、全国青
税の 2大事業である全国大会お
よび秋季シンポジウムの運営や
あり方について数年来検討を重
ねてきた改革案に対する方向性
を決めることでした。
　昨年 12 月と今年 1 月には理
事会前に拡大組織部会を開催
し、組織部メンバーはじめ多く
の理事や単位青税代表の方々と

様々な意見交換や議論を交わし
ました。理事会でも協議と審議
を重ね、2021 年以降は新たな
スタイルの全国大会を開催する
ことを 2月の理事会にてご承認
いただきました。
　そんな矢先の新型コロナウィ
ルス感染症の拡大でした。組織
拡充や未加入の青年税理士団体
との交流といった組織部として
の重要な活動をストップせざる
を得なくなったことは、仕方な
いこととは言え心残りです。今
は、みなさまが元気でいること、

再び多くの全国の仲間が参集し
て行事が開催できる日が来るこ
とを願ってやみません。
　最後になりましたが、この一
年もみなさまに大変お世話にな
り支えていただいたことに、心
から感謝申し上げます。ありが
とうございました。

研 究 部

部長　濵　　　久　人
（名古屋）

組 織 部

部長　戸　塚　留　名
（東　京）
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　厚生部としては、理事の懇親
を中心に、慶弔規程の改定に向
けた議論、イーデスク出欠登録
への声掛けを重点的に取り組ん
でまいりました。
　規程の改定については、全国
組織として、自然災害等どのよ
うな事態が待っているかわから
ない将来に向けて、今やれるだ
けのことをやって後世につなげ
るため、限りある予算の中から
最大限に会員に支給するため、
そしてわかりやすい運営をする
ためという観点から議論しまし

た。
　イーデスク出欠登録について
は、懇親会会場を手配する担当
者が困らないように出席だけで
なく欠席の登録についても促し
ました。お声かけにご協力いた
だいた皆様ありがとうございま
した。
　4月に緊急事態宣言が発出さ
れるなど、通常の活動ができな
い状態となりました。今は日頃
お世話になっている顧問先等の
相談などに注力して、税理士と
して可能な限りの業務をしなけ

ればならない時期だと思ってい
ます。
　通常の活動をできることが幸
せであるということを痛感する
と同時に、私自身いろいろなも
のの考え方について影響を受け
ています。そのような考えを持
ちながら、今後も全国青税の活
動に参加したいと思いますの
で、引き続きよろしくお願いし
ます。

　一年間、法対策部長を務めさ
せていただきました東京青税の
平良夏木です。就任の挨拶をし
てから、はや一年が経ちまし
た。法対策部の活動方報告につ
きましては、別に誌面をいただ
いておりますので、こちらでは
私の雑感を記載させていただき
ます。
　この一年を振り返り、まず多
くの法対策部のメンバーにご協
力いただきましたことを感謝申
し上げます。不慣れな部長のた
め、いろいろご迷惑をお掛けし

ましたが、意見書などの作成に
あたり多くの皆さまが部会にご
参加いただき、貴重なご意見を
お寄せくださりました。特に委
員長各位につきましては、私と
一緒に運営側として参加してい
ただきましたこと、心から感謝
しております。
　今回のコロナ騒ぎで、私自身
３月以降は殆ど活動することが
出来なくなってしまい大変心苦
しい限りですが、新しい執行部
の皆さまには、この一年の活動
を次につなげていただきたいと

願っております。全国青税の組
織のますますの発展を祈念しま
して、退任のご挨拶とさせてい
ただきます。
　一年間ありがとうございまし
た。

厚 生 部

部長　髙　井　正　樹
（岐　阜）

法 対 策 部

部長　平　良　夏　木
（東　京）
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　2019 年の 8 月から国際部長
を務めさせて頂きました。三谷
会長から任命されてからすごく
早い 1年間でした。私の国際部
長としての役割は、韓国税務士
考試会との勉強会及び全国大会
での韓国税務士考試会に対する
準備となります。
　韓国税務士考試会との勉強会
は、韓国と日本で毎年交互に開
催されます。今回で 10 回目の
勉強会は、韓国のソウル（場
所：高麗大学）での開催の年と
なりまして、「地方税」がテー

マでした。この勉強会のため、
国際部の皆様が日本の地方税に
ついて韓国税務士考試会の会員
に発表するためにこんなに時間
を要して何回も見直して資料を
作り上げるのは大変な作業だっ
たと思います。国際部員の皆様
のおかげで無事勉強会をするこ
とができました。当日の韓国税
務士考試会側のテーマは、「地
方税業務環境の変化と税理士の
役割」でしたが、近年韓国の地
方税に関連する税制が変わった
ことによって、国から地方へ税

源が移って、地方独自の税率等
があることについて大変勉強に
なったことが思い出となりまし
た。
　また、全国大会の韓国税務士
考試会に対する準備について
は、新型コロナウイルスの影響
により全国大会が中止となって
本当に残念に思います。
　最後ですが、部員の皆様の協
力で何とか無事務めることがで
きました。本当にありがとうご
ざいました。

　初めての全国青税での部長職
の経験は貴重なものになりまし
た。広報誌の編集とホームペー
ジの更新を通じて、全国青税の
活動全体を見渡すことができ、
各役員の方とも交流を深めるこ
とができたと思います。
　広報部の活動のヤマ場でもあ
る 12 月開催の日税連役員との
懇談会では、原稿の作成がちょ
うど繁忙期に差し掛かり、また
その作業を私が抱えてしまった
こともあり、大変時間がかかっ
たのが反省点でした。今回の広

報誌に何とか間に合わせたとこ
ろです。
　ブログでの活動報告では、新
型コロナにより理事会がWeb
開催になったことで、ブログ執
筆担当も急遽変更しました。し
かし広報の分野はまだ集まらず
とも進められる領域が多いた
め、他の部が活動しにくい中
で、急遽全青税ホームページの
リニューアルを進めることとな
りました。この広報誌が出る頃
には、皆様に新サイトを見てい
ただけているかもしれません。

　この広報誌が全国の青税会員
に届けられ、その活動を見ても
らい、興味を持ってもらうこと
を目標として、記事の編集に取
り組んできました。新ホーム
ページの運用方法などまだこれ
から組み立てていく時期でもあ
るので、次年度の広報部のみな
さんにしっかり引き継いでいき
たいと思います。

国 際 部

部長　國　分　　　久
（千　葉）

広 報 部

部長　山　本　祥　嗣
（名古屋）
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神津会長：全国青税とは以前か
ら懇談会を通じて忌憚のない
意見交換をさせて頂いてい
る。今日のテーマの中心とな
る税理士法改正については、
ICT の発展によってマイナ
ポータルの利用など申告納税
制度が大幅に変わろうとして
いる中、我々税理士の代理権
限がどのような意思にある
か、きちんと明らかにしてお
きたいという趣旨で取り組ん
でいる。受験者の減少に対し
て試験制度としての改善提案
がないか、働き方の多様化に
対する二か所事務所の問題な
どを挙げているが、各会員個
人からの意見募集を 11 月に
締め切り、各単位会や各団体
からの意見を 12 月まで募集
している。優先順位をつけて
個別な改正も必要かもしれな
いが、税理士個人が自分たち

の改正だと実感できるものに
していきたい。

三谷全国青税会長（以下「三
谷」）：神津会長はじめ皆様に
ご出席いただき感謝したい。
当連盟では税理士制度の発
展、租税制度の改善を目指し
て日々研鑽を続けている。不
勉強ながら、若い税理士の声
の一つとしてお聞きいただき
たい。

次期税理士法改正に関する
答申について

藤原全国青税法対策部・税理士
制度対策委員長（以下「藤
原」）：4点質問したい。①回
答率はどの程度だったか。②
賛成・反対・どちらでもない
という 3択は回答が難しいと
感じたが反省すべき点はあっ
たか。③意見募集の結果はい
つ頃公表されるか。④実際に
法改正に向かうのはいつ頃に
なるか。

市木制度部長：まだ回答の集計
中のため、回答内容に関して
は私の所感が混じるところが
あることをご理解頂きたい。
①回答状況について、回答者

数は 1,182 名ほど、延べ回答
件数が 20,000 件超となって
いる。②回答形式について、
前回 26 年改正の時の意見募
集では自由筆記の形式だった
が、そうすると賛成か反対か
という点で回答内容を全部読
み込んで判断しなければなら
なかった。本人の賛否と異な
る判断となる可能性もあると
すると、まず回答者自身の賛
否を 3択で示した上で意見を
いただくこととした。③公表
は予定しているが、時期につ
いては回答の取りまとめの進
捗によるため今は明言できな
い。公表の形式について、自
由筆記の欄や 14 項目以外の
その他の意見についてもどの
ような形で公表するか、部内
で検討が必要と考えている。
④法改正のスケジュールは優
先順位をみて取り組んでいく

　令和元年 12月 3日火曜日、日本税理士会館
において、日本税理士会連合会（以下「日税連」
という）の執行部との懇談会が開催された。
　日税連からは、神津会長、足達専務理事、石
原専務理事、髙橋専務理事、滝澤総務部長、平
井調査研究部長、市木制度部長が出席しての開

催となった。
　今年度のテーマは、次なる税理士法改正、納
税者権利憲章、税制改正、日税連機構改革、海
外交流事業、となった。以下はその要旨である。
字数の制限により要約・意訳をしているところ
がある旨をご容赦いただきたい。

日本税理士会連合会執行部との懇談会
令和元年 12月 3日（火）日本税理士会館

広報部長　山　本　祥　嗣

神津会長

市木制度部長

Page-09

日税連との懇談会



18
5

べきだが、今時点では時期に
ついては回答が難しいとこ
ろ。

藤原：④法改正については、単
独での法改正は難しいと思う
が、納税環境整備の一環とし
て変えられるものから少しず
つ変えるのか、個々の項目の
重要性をどのように考えてい
るか。

市木制度部長：前回は所得税法
等の一部を改正する法律で通
過した。今回はどうするかい
ま協議をしている。現状の税
理士法改正に関する国税庁と
の協議状況から、法改正に限
らず柔軟に方法を選べる感触
がある。改正項目も会則で定
めるもの、法改正が必要な中
でも議論が少ないもの、中長
期的な議論が必要なものに分
けて考えるべきで、どのよう
な方法を取るか検討している。

三谷：全国の税理士数から考え
ると回答者 1,182 名は非常に
寂しい。全国青税でも回答を
呼びかけたが力が及ばなかっ
た。少ない税理士会員の声で
はあるが、アンケートの回答
が×で反対が多い項目は今回
の改正は見送るのか、それと
も賛成が得られるように検討
を続けていく方針か。

市木制度部長：確かに税理士会
員個人からの回答は少ない
が、全国青税をはじめ各団体
からの意見も届いている。こ
れにはその組織の規模に応じ
た重みがあるものと受け止め
たい。賛否による改正の判断
はその各項目の性質に応じて
となるが、反対が多くても変
えるべき項目は変えていく必
要があるため、丁寧な説明を
しつつ改正を進めるところも
あるだろう。いずれにしても
賛成・反対含めすべての意見
を受け止めていることはご理
解いただきたい。

藤原：続いて学識による資格要
件の見直しについて。単に受
験可能な年齢を引き下げるだ
けでは税理士制度を取り巻く
諸問題の解決にはならないと
考える。ゼロベースで検討す
る必要があるのでは。

市木制度部長：納税者のために
税理士制度が持続可能な形で
維持されるべきという共通認
識に立っていると思うが、試
験制度自体を抜本的に見直す
ための議論に相当の時間を要
する。できるところから手を
付ける意味で今回は受験資格
要件の緩和となったが、これ
を皮切りに試験制度の議論は
続けられる。

藤原：個々の税理士会員にはそ
の動きが見えにくいため、も
う少し方向性を示していただ
きたい。

神津会長：受験生の減少には
様々な要因があるだろう。試
験制度だけでなく、社会構造
や経済状況によるところがあ
る。手を打てるところから順
次になるが、引き続き検討し
ていくことでご理解いただき
たい。

藤原：あと一つ、資格取得につ
いて。平成 26 年税理士法改
正により公認会計士への税理
士資格付与には国税審議会の
指定研修を受けることになっ
た。この指定研修が税理士試
験との同等性が担保されてい
るかどうかについて、日税連
としての対応はどうか。

市木制度部長：制度の建付けと
して、公認会計士の指定研修
は、国税審議会が最初に認可
するのみで毎年の確認になっ
ていないこと、新しい制度に
なってからの期間を考慮する
と、いま俎上に載せることが
妥当か、検討を要する。

三谷：指定研修を受けた公認会
計士は将来税理士登録をする
と思うが、その最初の登録者
を出す前に日税連として対応
が必要ではないか。また、で
きるところからの対応として
まずは 26 年改正で公認会計
士は指定研修を受けて税理士
登録することとなった。短い
スパンで法改正をするのは困
難とは思うが、次の税理士制
度のあり方についてはどうお
考えか。

市木制度部長：弁護士と公認会
計士の税理士業務参入に限っ
て話すが、弁護士に関しては

全青執行部
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弁護士法の規定で当然に税理
士業務ができるとされてい
る。税理士法だけの対応では
ないため困難な項目と言え
る。公認会計士に関しては、
26 年改正のときの確認書の
解釈が税理士会側と公認会計
士協会側で異なり、この検討
が再開しにくい状態である
中、社会情勢の変化などがな
い中では早期に公認会計士の
指定研修の効果が見えるまで
は俎上に載せにくい状況と考
える。放置するわけではない
ので、今は次の方法の模索に
尽きるところ。

三谷：広く意見を募って次の法
改正を進める姿勢に賛同し、
個々の項目については意見を
集約して協力していきたい。
26 年改正は重たい部分があ
るが、ここは慎重に、何とか
乗り越える形で進めていただ
きたい。

市木制度部長：今回の答申の未
実現項目の最初に掲載してい
る。ここに税理士会としての
立ち位置、日税連制度部の想
いがあることを感じていただ
きたい。

納税者権利憲章と税理士法
第 1条「税理士の使命」に
ついて

吉田全国青税法対策部・納税環
境整備委員長（以下「吉田」）：
納税者の権利保護を明確に
し、納税に対する納税者の理
解と協力を得て自発的な納税
がされることが望ましい。そ
のために納税者権利憲章の制
定、国税通則法には納税者の
権利利益の保護に資す旨の文
言が必要であり、税理士法で
も納税者の権利擁護を明文化
すべき。

市木制度部長：納税者の権利を
擁護し維持すべきという理念
は現行の税理士法第 1条に内
在している。それを明文化す
べきという話と理解してい
る。納税者権利憲章について
は税務調査手続に関する議論
が中心となるが、国税通則法
はこの点を体型的に整備した
ことで、税理士法第 1条は間
接的な関わりとなり、メイン
は国税通則法の改正を議論す
ることになろうかと思ってい
る。

平井調査研究部長（以下「平井
調研部長」）：国税通則法の一
般法である行政手続法の目的
には納税者の権利擁護に関す
る規定がある。従って国税通
則法第 1条にもその文言があ
るべきという主張は建議書に
記載している。納税者権利憲
章については各単位会にて認
識の差がある。納税者の権利
擁護を主題とする考え方と、
納税者が適切な納税をする権
利と義務を理解するための憲
章だとする考え方。日税連で
は、権利と義務は表裏一体な
ので「納税者憲章」というこ
とで建議書に記載している。

平良全国青税法対策部長（以下
「平良」）：権利と義務は表裏
一体とのお考えだが、義務に
ついては憲法にも書かれてお
り、各税法でも納税義務を規
定している。義務があるのは
理解されているため、権利と

いう表題に意味があると考え
ている。

平井調研部長：権利・義務とい
う言葉で表現したため誤解が
あったかもしれないが、納税
者にとって、申告をする、税
務調査を受ける、という一連
の手続きを分かりやすくする
ための憲章と位置づけている。

吉田：建議書では今後の税制改
正についての基本的な考え方
として記載されている。これ
はどのような位置づけか。ま
たこの議論は進んでいるのか。

平井調研部長：建議書の中の位
置づけとしては重要建議事項
が一番重要で、その次に税制
に対する基本的な考え方とし
て、納税環境整備としては国
税通則法第 1条の改正と納税
者憲章の制定を基本スタンス
にしている。納税手続きの義
務とその事後的な救済につい
てわかりやすく納税者に示す
ことは必要だという建議は続
けているが、重要建議項目に
上げるということは考えてい
ない。

三谷：AOTCA のモデル納税
者権利憲章に貴会も積極的に
関わっている。世界でも納税
者権利憲章の制定が重要であ
ると考え、かねてから主張し
ている。建議書の中に多くの
項目があるが、少しでも上に
あげて前向きに検討を進めて
いただきたい。

税制改正について

森岡全国青税法対策部・税制対
策委員長（以下「森岡」）：消
費税は 2019 年 10 月から複数
税率となり、事務負担も増え、
混乱が生じている。建議書で
重要項目にあげて反対されて

平井調査研究部長
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いるが、複数税率を廃止する
ために新聞広告等を使って問
題点を周知するなど、建議書
以外に何か施策をお考えか。

髙橋専務理事：まずは基本スタ
ンスについて、我々税理士の
原点は税理士法第 1条である
ため、申告納税制度の理念に
沿って納税義務の適正な実現
を図ることを第一に考える。
2回にわたり増税が延期され
た後、今回施行されるときに
複数税率が同時に導入された
が、すでに成立した法律に基
づいて納税者が適正に納税義
務を実現するための実務を果
たさなければならない。まず
は安定的に新法が施行される
ように努めている。一方で、
我々が税務行政に対して建議
権を持っていることを厳粛に
受け止め、あるべき税制を建
議する中の一丁目一番地とし
て複数税率とインボイス制度
の廃止を訴えている。納税義
務の適正な実現と、建議権の
行使と、どちらかに偏ると税
務行政がうまく行かない。10
月 1 日の会長コメントもこの
考え方に沿って表現されてい
る。

森岡：基本スタンスについては
理解している。その上で、一
歩進んだ手立てが取れないか
検討をいただきたい。またイ
ンボイス制度についても同様
に納税者の不安を呼んでお
り、こちらも導入を食い止め

る施策を検討いただきたい。

平井調研部長：何度も政治家の
先生と話をしてきたが、平成
28 年改正で複数税率ととも
にインボイス制度も入ってし
まった。今後は建議より国会
議員への陳情が重要と考え、
税政連も力を入れてやってい
くようなので、そこに協力し
ていきたい。

森岡：政治への働きかけが重要
と思うが、得てして税制が政
治の道具となっているように
見えてしまう部分もある。継
続して意見していくが、適正
な税制、理想的な税制のため
の政治への働きかけにご尽力
をいただきたい。

神津会長：この制度は国民の多
くがおかしいと思っている。
我々税理士としては、政府が
決めた制度に対し、正しい税
制はこうだというスタンスで
意見するという難しい面もあ
る。インボイス制度も同様に
廃止を訴えるが、反対だけを
訴えても何も産まない。中小
企業にこれ以上の負担をかけ
ないことを主張し、その改良
点を提案していく形で議論し
ていきたいと考えている。

安藤名古屋青税会長（以下「安
藤」）：興味を持って貴会の活
動を見ていても、その動きが
見えにくい。メディアを使っ
て広報していくようなわかり
やすい方法で、税制の問題を
主張していってほしい。効果
に疑問があるというが、先程
もあったやれるところからや
るという考えで。

長谷川神奈川青税会長（以下「長
谷川」）：関与先に聞いても、
税理士が複数税率やインボイ
スに反対しているという動き

を知っている人は少ないと思
われる。この点はどうお考えか。

神津会長：消費者一般には、食
料品等は 2%の増税を免れた
と感じる人もいて、現政権の
中でこれを 10% に統一する
ことは大変難しい状況ではあ
る。日税連としては消費税は
単一税率であるべきと主張し
ているし、行政にも働きかけ
て国会議員のみなさんも理解
を示されている。一旦は複数
税率にしたものを引き戻すこ
とを現実的に考えるとして、
申告納税制度を守り、納税者
の権利を擁護する税理士によ
る団体として、どう活動した
か問われる問題だろう。納税
者のみなさんにわかりやすく
主張することも確かだが、行
政側の事情も勘案して、積極
的ながら慎重に考えていかな
ければならない。そこで現状
は、中小企業にこれ以上負担
をかけないこと、今後のイン
ボイス制度の難しさなど理論
武装して進めていく必要があ
ると考える。

日税連機構改革について

平良：2019 年 5 月 24 日付で、
会長選任にかかる役員選任規
則についてという答申があっ
た。そこでは会長選考会につ
いて、選考人数と選考人選定
の 2点に絞って検討が行われ
ていました。最終的には各税
理士会の会員による選考が目
標とあるが、そうであれば税
理士法を改正してすべての税
理士が日税連の会員であると
すれば達成できるように思
う。このような形で貴会では
会員や構成員のあり方につい
て議論されているか。

石原専務理事：特に議論されて
いない。会長選考に関しては

髙橋専務理事
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おっしゃるとおりの方法で運
営している。

平良：全国青税では過去にも要
望しているが、個人の税理士
を日税連の会員にするほうが
より良く会員の意見を反映で
きるため、ぜひ検討をいただ
きたい。また、現行の会則で
は日税連の決議機関と執行機
関は区別されているが、決議
機関の構成員である各税理士
会会長が同時に執行機関の副
会長に専任されるため、それ
では両機関が同一ではない
か。民主的な組織運営のため
に分離する必要があると考え
るが、貴会の認識を伺いたい。

石原専務理事：執行機関は正副
会長会であり、会則上は会務
を総理するのは会長とされて
いるが、実際には会長の判断
は正副会長会で協議して執行
している。審議機関として常
務理事会・理事会で審議する
ため、民主的な会務運営につ
いては担保されていると考え
る。理事会構成員は正副会長
会のメンバーを入れて 115 名
いて、実質的に理事会の中で
議論がされている。民主的で
ない会務運営の事例がもしあ
ればご指摘をいただきたい。

平良：日税連がどのような活動
をしているかということは、い
ち税理士会員の目線からは見
えにくい。日税連の会務に携
わっていない税理士会員が多

数いるため、それらの意見も
十分に反映される仕組みが担
保されているとは考えにくい。

足達専務理事：確かに会則で行
くと決議機関と審議機関とい
うのは少々わかりにくいとこ
ろがあるかもしれない。しか
し実際には会務執行規則別表
にある組織図で見ていただき
たい。議決権を持っている各
単位会会長の立ち位置は見え
やすいのではないか。機構と
しては十分に担保されてい
る。各単位会の一般会員に見
えないことは、一般会員が日
税連の直接の会員ではないこ
とが確かにあるが、各単位会
の理事会を通じてもっと発信
していただく努力は、お互い
に必要だと考える。日税連か
らの発信は「税理士界」を呼
んで頂ければよく分かる。

神津会長：活動の原点は支部の
活動にある。全国に 500 支部
あり、それぞれの支部で役員
経験者など意識の高い人がい
て、税理士制度を支えてくれ
ている。15 人の単位会会長
だけで選んでいるから非民主
的だというのは違うのではな
いか。15 人はそれぞれの会
の会長選挙で選ばれ、その中
で会長・副会長になっている。

平良：理想としては各税理士個
人が会員であることで、それ
ができないのであればより声
が反映される仕組みを作って

いただきたい。各単位会の代
表が各単位会の会員数に応じ
た権利行使できてしまうのは
どうなのか。公平かつ合理的
な制度・組織になっていただ
きたい。

石原専務理事：会長の繰り返し
になるが、やはり支部活動が
基本。会務運営に関心を持ち、
制度に対し関心を持ってもら
う。我々がどういう立場でこ
の制度の上にいて活動してい
るか。日税連で議論している
ことを各単位会に降ろして議
論し、それを各支部に降ろす。
各支部で、各会員にどうやっ
て広げるかというのが一番肝
心なことだ。運営委員会の専
任に関しても、各税理士会員
はまず支部で活動していただ
き、その上で各単位会に行っ
ていただく。その先に日税連
に出てくる、そのような道筋
を作りたい。次期税理士法改
正に関する答申でも、ご指摘
のとおり回答が少なかった。
文字数をかなり減らしている
が、議論した背景が見えない
と指摘を受ける。言いたいこ
とを書くととても長くなって
読めない。各会員の会務に対
する関心の低さをどうやって
底上げするか。若手の税理士
には支部活動にしっかり出て
ほしい。本会の活動、そして
日税連の活動に関心を寄せて
いただかないと、会の運営が
成り立たなくなる。支部での
積極的な活動を皆さんにもお
願いしたい。

平良：会務に携わるのは各支部
で約 2割という感覚。残りの
8割をどのように支部内で繋
げるか支部の執行部として悩
ましいところと考える。日税
連の情報は「税理士界」また
はホームページで得ることに
なるが、税理士会員個々に対

石原専務理事

足達専務理事
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して会務運営に関心を向ける
ために何か施策はあるか。

足達専務理事：興味を持ってい
る会員は何か資料を公開すれ
ば見てもらえる。そうでない
方はなかなか見てくれない。
逆に聞くが、日税連の会務運
営は何らかの形で各支部で報
告がされているか。支部まで
情報を降ろすことが我々の今
後の課題だと考えている。

石原専務理事：例を出すと、新
年会や総会、夏や冬、正月の
集まりのときには、日税連の
会務報告を行っている。日税
連の役員はそのような会で話
す際には、いま日税連でどの
ような議論があるか等、報告
してもらっている。会報誌以
外で生々しい声が直接伝わる
ので、みなさんも各支部で行
われるよう提案していただき
たい。

海外の税理士との交流事業

國分全国青税国際部長（以下「國
分」）：海外の税制については
我々日本の税理士の業務範囲
外ではあるが、一定程度の知
識は求められる。国際税務だ
けでなく、国外の税務につい
ても幅広い理解が必要となる
が、書籍や文献での理解には
限界がある。海外視察を一般
税理士会員も参加できるよう
にしてはどうか。

足達専務理事：各税理士会が
行っている国際交流に、その
会員である税理士が参加する
かどうかについて言及する立
場にないが、会務として行く
以上、応募により一般会員
の参加を認めるならその方
法、費用をどのように負担す
るか、渡航の安全確保や何か
あったときの手当てなど考え

ると現実的には難しいのでは
ないか。

國分：各単位会では特定の国の
税理士会に相当する団体との
国際交流が続いている。例え
ば他の税理士会が行っている
国際交流に参加したいと思っ
てもそれができない。日税連
の事業として行うことはでき
ないか。

足達専務理事：日税連が団体ツ
アーを企画するというのは困
難。日税連の国際関係の事業
としては、国際税務情報研究
会で日税連でしかできないよ
うな国際業務、国際税務等の
情報収集、報告等が行われて
いる。また、各国の税制の情
報収集についても各会員一人
ひとりのプロフェッションと
しての責任として行うべきと
ころもあるため、日税連が研
修事業のような形でツアーを
組むことは現実的ではない。

神津会長：かつて東京で、海外
の視察ツアーの公募があって
それに参加した。費用は多く
かかったが、とても刺激が得
られてよかったので、ご意見
は同意できる。しかし実際に
これを行うことは難しく、特
に日税連で行うのは難しい。
やはり現実的には一部の人が
代表して視察し、その成果を

会務報告等で伝えることにな
る。

山本全国青税広報部長（以下
「山本」）：海外の税制の情報
収集について、現地の団体か
らの情報を会員に還元してい
ると理解しているが、新興国
などではそのルール通りに運
用されていないことが現実的
にあり得る。関与先がビジネ
スで進出する際に知っておき
たい情報であるため、そのよ
うな情報を収集していただき
たい。

足達専務理事：それは驚くほど
ある。現地に足を運ぶことの
重要性がそこにある。日本人
は細かいルールの中で当たり
前に仕事をしているが、海外、
特に新興国ではルール自体に
中身がないことがあり、運用
も中身がないことが見受けら
れる。現地に行って生の情報
として注意してみていきた
い。

山本：文字にすることが非常に
難しい部分とは思うが、何ら
かの形で各税理士会員まで還
元していただきたい。

滝澤総務部長：予定されていた
議題がすべて終了しました。
たくさんのご意見ありがとう
ございました。

懇談会風景
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はじめに
　2019 年度の法対策部は、税
理士制度対策委員会（委員長：
藤原功子会員／近畿）、税制対
策委員会（委員長：森岡崇会員
／近畿）及び納税環境整備対策
委員会（委員長：吉田将太会員
／神奈川）の 3つの委員会を設
けて、主に「国民のための税理
士制度の確立」及び「国民のた
めの租税制度の改善」に向け議
論を交わし、懇談会の開催や意
見書の提出などの活動を行いま
した。
　ここでは、原稿執筆時点まで
この１年を通じて行った活動に
ついて、私見も交えて報告いた
します。
　2月下旬以降、新型コロナウ
イルスの影響により法対策部と
しての活動は休止状態にありま
すが、6月以降に活動が再開で
きるようになれば、新たな動き
があるかも知れませんので、そ
の際はご容赦願います。

１�．「次期税理士法改正に
関する答申」への意見

　日本税理士会連合会制度部か
ら「次期税理士法改正に関する
答申―時代の変化に対応し、未
来を創る制度の構築に向けて
―」が令和元年 5月 13 日にホー
ムページで公表され、11 月末
日を締切りとして、税理士会員

から意見募集が行われた。今回
の意見募集では、答申に掲げた
14 項目に対し、「賛成」「反対」
「どちらでもない」の三つの選
択肢から回答する他、自由筆記
欄へ意見を述べることができる
形式となっていた。当連盟では、
昨年度からこの意見募集に対し
勉強会を開催するなど対応して
きたが、今年度は藤原委員長を
中心に 8月の法対策部会から具
体的な議論をはじめ、理事会で
は 1回の協議を経たのち審議承
認され、11 月 27 日に次期税理
士法改正に関する答申への意見
を提出した。
　法対策部会の議論では、先般
の税理士法改正は、当連盟の求
める税理士の使命の明確化や、
資格取得制度のあるべき姿への
改正がなされていないなど、多
くの問題が残されたままである
との認識からスタートした。と
りわけ、税理士法第 1条の税理
士の使命に「納税者の権利擁護」
の文言を挿入し、その使命を明
確にすることが喫緊の課題であ
るとの認識で一致した。しかし、
本答申においては、税理士の使
命の見直しの必要性について、
明確な理由を示すことなく、「現
時点において速やかに改正すべ
きものではないと結論付け」て
いることから、これを次なる税
理士法改正に向けた最も重要な
論点として意見書を作成するこ

とにした。
　もちろん答申に掲げられた
14 項目についても法対策部会
内で議論を重ねたが、テレワー
クに関する指針を設けること、
学識による受験資格要件を見直
すこと及び税理士職業賠償責任
保険への加入を義務付けること
などについては、賛否の意見が
大きく分かれた。意見が分かれ
る項目については、無理に集約
することなく両者の意見を取り
入れた。
　これまでの税理士法改正で
は、このように税理士会員から
広く意見を募集する機会は無
かったため、何とか意見を集約
し、数を集め大きな声として日
税連に届けたいとの願いは、法
対策部内で共有されていたと思
う。完成後は、各単位青税代表
に呼びかけ、期限までに意見を
回答するよう会員に周知をお願
いした。
　3月 15 日付の日税連会報「税
理士界」に、意見募集結果が発
表されたが、全国約 7万 8千人
の税理士会員のうち 1,182 名か
ら意見が寄せられたとのことで
ある。回答者数は税理士全体の
約 1.5％でしかないが、14 項目
以外では「税理士法第 1条に納
税者の権利擁護を明記すること」
が最も多かったとのこと。この
声を次に繋げられるよう、次期
法対策部にバトンを渡したい。

法対情報

法対策部より活動報告

法対策部部長　平 良 夏 木（東京）
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あとがきあとがき
　前回の広報誌のあとがきで、毎年のようにインフルエンザが・・・と呑気なことを書いて
いたら、新型コロナによって大変な世の中になってしまいました。しかしこういう時こそ知
恵を絞り、柔軟に考え、新しいしくみが出来上がるときなのかもしれません。変わること、
変わらないことを見極めて、次の時代を迎える。そんな時にこの全国青税の活動に参加し、
広報部の皆様とともに過ごした経験は、苦労もあれども、貴重な経験だったと思います。次
号以降は次の広報部の発行になりますが、ぜひお楽しみに。

　広報部長　山本　祥嗣

三
谷
執
行
部
集
大
成
!!

　時間の制約もあり、様々な意
見がある中で、藤原委員長をは
じめとする法対策部員の尽力に
よりこの意見書が出来上がった
ことを報告させていただく。

２�．日本税理士会連合会
との懇談会

　12 月 3 日に日税連執行部と
の懇談会を開催した。事前に質
問事項を準備し、当日午前中に
全青執行部、単位青税代表等が
集合し打合せを行った。懇談内
容については広報誌の日税連懇
談会の記録をご覧いただきた
い。今年度は主に既述の次期税
理士法改正に関する答申につい
て、意見を伝えた。また、日税
連の組織構成の見直しが必要で
あると意見を伝え、議論を行っ
た。会員の意見が反映されにく
く、意思決定の不透明性があ
り、国民のための税理士制度の
さらなる発展には、日税連に対
し税理士一人一人が主体的にそ
の運営に参加することができる
制度にすべきと要望した。残念
ながら日税連執行部にはその問
題意識はないようだが、今後も
機構改革に関する要望書等を提
出し、粘り強く主張したい。税
制については、消費税複数税率
導入反対の意思確認と適格請求
書等保存方式への反対の意見を

伝えた。

３�．税制改正に関する要
望書

　2 月 18 日、日税連に令和 3
年（2021 年）度税制改正に関
する要望書を提出した。要望書
は森岡委員長を中心に、8月の
法対策部会から具体的な議論を
はじめ、まず前年度の議論の進
め方についての意見及び本年度
の議論の進め方について意見を
出し合った。理事会では 3回の
協議を経たのち審議承認されて
完成した。「公平・中立・簡素」
を基本とし、主権者である国民
が納得できる租税制度、公平な
税制の実現、未来を見据えたあ
るべき税制の三つの視点をもと
に、全税目に関して網羅的に意
見書を作成した。前年度と同様
に、要望書は重点項目（9項目）
と一般項目を区分する方式を採
ることで強弱をつけた構成とし
ている。特に議論すべき項目を
重要的に議論する形式を採るこ
とで、メリハリのついた議論を
行うことが出来た。今年度の要
望書は、消費税が 10％に引き
上げられた直後であり、特に消
費税率について活発な議論が行
われた。消費税を廃止すべきと
する意見から 5％又は 8％への
税率引下げなど様々な意見が出

されたが、最終的にはさらなる
引上げを行わないという文言で
まとまった。
　今年度の税制改正要望書の作
成にあたっては、部会等で顔を
合わせ議論することを基本にし
た。税制すべての項目について、
網羅的に検討し、これまでの意
見の再検討や、新規項目の追加
などを行った。

４．おわりに
　全国青税は全国にある各地域
の単位青税で組織されているた
め、部員が実際に顔を合わせて
議論できる機会が限られます。
本年度も昨年度同様に理事会開
催前の午前中に法対策部会を開
催しましたが、議論すべき多く
の項目について、私の力不足か
ら十分に意見を集約することが
出来ず、成果を得られなかった
ことも多々ありました。しかし
ながら、活動の中心となってい
ただいた委員長や部会等で積極
的に発言、議論いただいた部員
の皆さま、理事会での協議、審
議にご協力いただいた理事の皆
さまのおかげで何とか乗り切る
ことが出来ました。皆さまに深
く感謝申し上げ、結びの報告と
させていただきます。
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